
（写） 

協 定 書 

 

 東海市及び知多市（以下「両市」という。）は、平成２７年９月１４日に締結した合

意書に基づき、現知多市営海浜プール敷地内に両市が共同して建設する温水プール等

の健康増進施設（以下「健康増進施設」という。）の２０２３年度の完成を目指し、次

のとおり協定を締結する。 

 

１ 両市は、健康増進施設の建設及びこれに附帯する健康増進施設基本計画の策定、

各種調査の実施等の事務（以下「建設等事務」という。）を一部事務組合西知多医療

厚生組合（以下「組合」という。）に処理させる。 

２ 建設等事務に関する基本事項は、次のとおりとする。 

 (1) 建設等事務の開始時期は、平成３１年４月１日とする。 

 (2) 建設等事務を実施するため、組合規約を改正する。 

 (3) 建設等事務の実施に必要な組織を設置するため、組合条例等を改正する。 

 (4) 建設等事務に係る経費の両市の負担割合は、計画調査に係る経費は均等割とし、

建設に係る経費はその都度協議する。なお、建設に係る経費の協議は、組合が行

う建設及び管理運営に係る事業手法の検討に合わせて、両市が行うものとする。 

３ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度両市が協

議して決定する。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

 平成３０年８月３０日 

 

                     東海市長 鈴 木 淳 雄      

 

 

                     知多市長 宮 島 壽 男      


